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○ 議案第141号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を○ 議案第141号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を○ 議案第141号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を○ 議案第141号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について改正する条例の制定について改正する条例の制定について改正する条例の制定について※ 国においては、農業委員会による農地利用の最適化に向けた活動を推進するため、活動実績や成果に応じて交付金を交付する農地利用最適化交付金事業を実施しています。本案は、本市においても農地利用の最適化に向けた積極的な活動を促進するため、この交付金事業を活用し、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の活動実績や成果に応じて支給する報酬（以下「能率給」という。）を支給することができることとするものであります。１ 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員には、農地利用最適化交付金の交付の範囲内で規則に定めるところにより算定した能率給を加えて報酬を支給することができることとした。（第８条関係）２ 所要の条文整理等（第９条、別表第１関係）３ 施行期日 平成３１年４月１日○ 議案第142号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について○ 議案第142号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について○ 議案第142号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について○ 議案第142号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について※ 本市が加入する秋田県市町村総合事務組合において、同じく構成団体である大仙美郷環境事業組合が平成３１年３月３１日をもって解散することに伴い、秋田県市町村総合事務組合規約の一部を変更する必要があることから、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき同組合規約の一部変更について関係地方公共団体と協議を行うことについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。１ 協議内容 構成団体の数を減少させることその他所要の規定の整理などを行う規約の一部変更について協議するもの２ 施行期日 秋田県知事の許可を受け平成３１年４月１日
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○ 議案第143号 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定について○ 議案第143号 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定について○ 議案第143号 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定について○ 議案第143号 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定について※ 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。１ 公の施設の名称及び所在地名 称 所 在 地大仙市協和モーターサイクル場 大仙市協和荒川字嗽沢地内２ 指定管理者となる団体の名称及び所在地秋田県モータースポーツ振興会潟上市天王字上北野２６番地１５３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで○ 議案第144号 大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について○ 議案第144号 大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について○ 議案第144号 大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について○ 議案第144号 大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について※ 大仙市南外体育館等の指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。１ 公の施設の名称及び所在地名 称 所 在 地大仙市南外体育館 大仙市南外字梨木田２０８番地３大仙市営南外運動場 大仙市南外字上野９９番地１大仙市南外山村運動広場 大仙市南外字小出３７５番地、外６筆大仙市南外字梨木田３２番地、外１６筆大仙市南外テニスコート 大仙市南外字小出３７３番地１２ 指定管理者となる団体の名称及び所在地厚生ビル管理株式会社秋田市保戸野すわ町６番１６号３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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○ 議案第145号 大仙市ふれあい体育館等の指定管理者の指定について○ 議案第145号 大仙市ふれあい体育館等の指定管理者の指定について○ 議案第145号 大仙市ふれあい体育館等の指定管理者の指定について○ 議案第145号 大仙市ふれあい体育館等の指定管理者の指定について※ 大仙市ふれあい体育館等の指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。１ 公の施設の名称及び所在地名 称 所 在 地大仙市ふれあい体育館 大仙市堀見内字下田茂木１２２番地大仙市営仙北球場 大仙市堀見内字元田茂木３５番地外大仙市仙北健康広場（屋内ゲートボール場） 大仙市堀見内字元田茂木６１番地外大仙市仙北健康広場（屋外ゲートボール場） 大仙市堀見内字元田茂木４４番地１外大仙市仙北健康広場（テニスコート） 大仙市堀見内字元田茂木４８番地外大仙市仙北健康広場（運動広場） 大仙市堀見内字元田茂木３５番地１外２ 指定管理者となる団体の名称及び所在地株式会社オーエンス東京都中央区銀座四丁目１２番１５号３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで○ 議案第146号 南外ふれあいパークの指定管理者の指定について○ 議案第146号 南外ふれあいパークの指定管理者の指定について○ 議案第146号 南外ふれあいパークの指定管理者の指定について○ 議案第146号 南外ふれあいパークの指定管理者の指定について※ 南外ふれあいパークの指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。１ 公の施設の名称及び所在地名 称 所 在 地大仙市南外字梨木田６２番地の１外５８筆南外ふれあいパーク 大仙市南外字小出３５１番地の２外５５筆大仙市南外字大畑１３５番地の３外４５筆２ 指定管理者となる団体の名称及び所在地厚生ビル管理株式会社秋田市保戸野すわ町６番１６号３ 指定の期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで


